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はじめに

○ この手引きについて

  子ども･子育て支援新制度が開始され、公的給付(施設型給付・地域型保育給付)制度

が導入されました。給付を受けるには、開設認可とともに、子ども･子育て支援法によ

る特定教育･保育施設や特定地域型保育事業者として確認を受ける必要があります。 

  特定教育･保育施設の設置者や特定地域型保育事業者が定員や設備といった認可・確

認事項を変更する場合、開設認可に係る根拠法令(児童福祉法や認定こども園法＊)に基

づく変更手続きに加え、子ども･子育て支援法に基づく変更手続きが必要となりました。 

  １つの変更事項について２つの届出が必要となる場合があるなど、内容が複雑化した

ため、変更を行う場合の手続きについて整理しました。 
＊認定こども園法：就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 

  例えば、保育所は、児童福祉法では｢児童福祉施設｣の一つとして位置づけられ、子ど

も･子育て支援法では幼稚園や認定こども園とともに｢特定教育･保育施設｣として位置づ

けられており、各法律に応じて２種類の事務手続きが必要になります。

   [保育所の場合] 

法  律  名 児童福祉法 子ども･子育て支援法 

手続きの内容 児童福祉施設(保育所)の認可 特定教育･保育施設の確認 

根 拠 規 定

児童福祉法 子ども･子育て支援法 

児童福祉法施行令 子ども･子育て支援法施行令 

児童福祉法施行規則 子ども･子育て支援法施行規則 

越谷市児童福祉法施行細則 越谷市特定教育･保育施設及び特定地域
型保育事業者の確認等に関する規則 

越谷市保育所認可・確認に関する基準 

   [地域型保育事業の場合] 

法  律  名 児童福祉法 子ども･子育て支援法 

手続きの内容 家庭的保育事業等の認可 特定地域型保育事業の確認 

根 拠 規 定

児童福祉法 子ども･子育て支援法 

児童福祉法施行令 子ども･子育て支援法施行令 

児童福祉法施行規則 子ども･子育て支援法施行規則 

越谷市児童福祉法施行細則 越谷市特定教育･保育施設及び特定地域
型保育事業者の確認等に関する規則 

越谷市家庭的保育事業等認可・確認に関する基準 

   [幼保連携型認定こども園の場合] 

法  律  名 認定こども園法 子ども･子育て支援法 

手続きの内容 幼保連携型認定こども園の認可 特定教育･保育施設の確認 

根 拠 規 定

認定こども園法 子ども･子育て支援法 

認定こども園法施行令 子ども･子育て支援法施行令 

認定こども園法施行規則 子ども･子育て支援法施行規則 

越谷市認定こども園法施行細
則 

越谷市特定教育･保育施設及び特定地域
型保育事業者の確認等に関する規則 

越谷市幼保連携型認定こども園認可・確認に関する基準 

   [幼稚園の場合] 

法  律  名 学校教育法 子ども･子育て支援法 

手続きの内容 幼稚園の認可 特定教育･保育施設の確認 

根 拠 規 定

学校教育法 子ども･子育て支援法 

学校教育法施行令 子ども･子育て支援法施行令 

学校教育法施行規則 子ども･子育て支援法施行規則 

 越谷市特定教育･保育施設及び特定地域
型保育事業者の確認等に関する規則 

     ※幼稚園の認可権限は埼玉県にあり、越谷市には権限はありません。 
      そのため、この手引きでは幼稚園の学校教育法による認可事項の変更については扱

いません。幼稚園の認可事項の変更については、埼玉県担当課にお問合せください。 



○ 認可事項等変更に係る取扱いについて

  認可・確認を受けた特定教育･保育施設や特定地域型保育事業者が、定員の変更や所

在地の変更など、当該認可や確認を受けた事項を変更する場合に必要な手続きは、主に、 

  「①新規の認可・確認申請」 

  「②子ども･子育て支援法による変更確認申請」 

  「③児童福祉法、認定こども園法や子ども･子育て支援法に基づく変更届」 

の３つに分類されます。 

  また、定員の減少に必要な手続きは「④定員減少の届出」となり、施設の廃止や休止

に必要な手続きは「⑤廃止・休止の承認申請、確認の辞退」となります。 

  認可事項等の変更については、変更内容により手続きが異なるだけでなく、越谷市社

会福祉審議会児童福祉専門分科会の審議や予算確保が必要なもの、毎年４月の一斉入所

に配慮を要するもの等があります。 

特定教育・保育施設 

特定地域型保育事業 

児童福祉法、学校教育法 

認定子ども園法による認可 

子ども･子育て支援法 

による確認 

それぞれの法律に基づく変更手続きが必要


